
瀬戸市新世紀工芸館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

平成２３年１２月２６日 

瀬戸市長 増 岡 錦 也  

瀬戸市規則第４１号 

瀬戸市新世紀工芸館条例施行規則の一部を改正する規則 

瀬戸市新世紀工芸館条例施行規則（平成１１年瀬戸市規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（使用許可申請の取下げ） （使用許可の取消し） 

第６条 使用者は、施設等の使用の許可申請の取

下げをしようとするときは、瀬戸市新世紀工芸

館使用許可申請取下届（以下「取下届」とい

う。）に使用許可書又は使用変更許可書を添付

して市長に提出しなければならない。 

第６条 使用者は、施設等の使用の許可の取消し

をしようとするときは、瀬戸市新世紀工芸館使

用許可取消届（以下「取消届」という。）に使

用許可書又は使用変更許可書を添付して市長に

提出しなければならない。 

（許可書の提示） （許可書の提示） 

第７条 使用者は、施設等を使用しようとすると

きは、使用許可書又は使用変更許可書を係員に

提示し、施設等の使用に必要な指示を受けなけ

ればならない。 

第７条 使用者は、施設等を使用しようとすると

きは、使用許可書又は使用変更許可書を職員に

提示し、施設等の使用に必要な指示を受けなけ

ればならない。 

（使用料等の還付） （使用料等の還付） 

第９条 条例第７条第３項ただし書の規定により

還付することができる使用料等の額は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

第９条 条例第７条第３項ただし書の規定により

還付することができる使用料等の額は、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 使用の日前３０日までに取下届の提出を受 ⑶ 使用の日前３０日までに取消届の提出を受



けた場合 既納使用料等の額に相当する額 けた場合 既納使用料等の額に相当する額 

⑷ 使用の日前１０日までに取下届の提出を受

けた場合 既納使用料等の額の１００分の５

０に相当する額 

⑷ 使用の日前１０日までに取消届の提出を受

けた場合 既納使用料等の額の１００分の５

０に相当する額 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

（入館者及び使用者の遵守事項） （入館者及び利用者の遵守事項） 

第１２条 ＜省略＞ 第１２条 ＜省略＞ 

 （損害賠償の義務） 

第１４条 削除 第１４条 入館者は、故意又は過失により施設等

及び展示品等を損傷し、又は滅失したときは、

その損害を賠償しなければならない。ただし、

市長において損害を賠償させることが適当でな

いと認めるときは、この限りでない。 
  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


